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町田市急患センター条例の一部を改正する条例 

町田市急患センター条例（平成１４年１２月町田市条例第５６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 休日及び準夜における市民の急病患者

に対する応急診療並びに障がい者に対する歯

科診療を行うため、町田市急患センター（以

下「センター」という。）を町田市原町田五

丁目８番２１号に設置する。 

第１条 休日及び準夜における市民の急病患者

に対する応急診療並びに障がい者に対する応

急歯科診療を行うため、町田市急患センター

（以下「センター」という。）を町田市原町

田五丁目８番２１号に設置する。 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

（１）第３条に規定する診療科目に係る診療の 

実施に関すること。 

（１）第３条に規定する診療科目に係る応急診 

療の実施に関すること。 

（２）～（４）略 （２）～（４）略 

別表（第９条、第１０条関係） 別表（第９条、第１０条関係） 

名称 診療日 
診療時

間 

受付時

間 

休日・準

夜急患こ

どもクリ

ニック 

（１）休日応

急診療 

国民の祝日

に関する法

律（昭和２３

年法律第１

７８号）に規

定する休日、

１月２日、同

月３日及び

１２月２９

日から同月

３１日まで

（以下これ

らを休日と

いう。）並び

午前９

時から

午後５

時まで 

午前９

時から

午後４

時３０

分まで 

名称 診療日 
診療時

間 

受付時

間 

休日・準

夜急患こ

どもクリ

ニック 

（１）休日応

急診療 

日曜日、国民

の祝日に関

する法律（昭

和２３年法

律第１７８

号）に規定す

る休日、１月

２日、同月３

日及び１２

月２９日か

ら同月３１

日まで（以下

これらを休

日という。） 

午前９

時から

午後５

時まで 

午前９

時から

午後４

時３０

分まで 
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に日曜日 

略 略 略 

休日応急

歯科・障

がい者歯

科診療所 

（１）休日応

急 歯 科

診療 

休日 

午前９

時から

午後５

時まで 

午前９

時から

午後４

時３０

分まで 
（２）障がい

者 歯 科

診療 

水曜日、木曜

日及び金曜

日（第５金曜

日を除く。）

（その日が

休日に当た

るときを除

く。） 
 

 

略 略 略 

休日応急

歯科・障

がい者歯

科診療所 

（１）休日歯

科 応 急

診療 

休日 

午前９

時から

午後５

時まで 

午前９

時から

午後４

時３０

分まで 
（２）障がい

者 歯 科

応 急 診

療 

水曜日及び

木曜日（その

日が休日に

当たるとき

を除く。） 

 

 
 

備考 障がい者歯科診療の受付方法について

は、原則として電話による事前連絡を要す

るものとする。 

備考 障がい者歯科応急診療の受付方法につ

いては、原則として電話による事前連絡を

要するものとする。  

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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